
   岩沼市民バスの設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

 岩沼市民バスの設置及び管理に関する条例（平成１０年条例第２１号）は、廃止する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に岩沼市民バスの設置及び管理に関する条例第６条第３号の規定に

より発行されている定期乗車券の取扱いについては、当該乗車券の期限内に限り、なお

従前の例による。 
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